
後期高齢者医療制度

①令和７年８月からの新しい資格確認書は、７月中に郵送で
　お届けします。

②医療機関を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書
　を提示してください。
※マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録を

　　行ったものをいいます。

③医療機関等での一部負担金の割合は１割、２割、ま
　たは３割です。

資格確認書（みほん）

後期高齢者医療制度　被保険者の皆さまへはマイナ保険証の
有無にかかわらず、申請無しで「資格確認書」をお届けします。

福祉課からのお知らせ

マイナ保険証をご利用下さい
マイナ保険証を使うメリット

●データに基づくより良い医療を受ける
ことができます。

●手続きなしで高額医療の限度額を超
える支払いを免除できます。

マイナンバーカードを保険証として利用
するための登録は、役場福祉課窓口・
医療機関・薬局の受付（カードリーダー）
などで行うことができます。
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